
栄小学校 いじめ防止対策基本方針 
１ 基本方針策定の意義 

いじめ防止対策推進法に基づき、本校全ての児童が安心して意欲的に学校生活を送る

ことができるよう、いじめ防止に関する基本的な方針を定める。 

２ 基本方針の進め方 

（１）社会構造に応じて変化するいじめの基本的な構図や、いじめにつながる誘因につい

て理解する。 

（２）日常の児童の観察を通して、自校の課題を洗い出す。 

（３）課題に対して教育課程も含め組織的、計画的、継続的に取り組む。 

（４）計画段階で、児童や家庭・地域の参画を得る。 

（５）短いサイクルで評価を行い（月１回のいじめに関する調査）、対策を講ずる。 

（６）いじめに関する学校関係者の認識の共有と徹底を図り、基本方針の見直しと改善を

図る。 

３ いじめについて 

（１）いじめの定義 

  この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に

在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理

的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当

該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 (いじめ防止対策推進法 第一章 第二条より) 

（２）いじめについての基本的な考え方 

①いじめは絶対に許さない。いじめを助長したり、傍観したりする行為もいじめる行

為と同様に許さない。 

②いじめの未然防止・早期発見・早期対応に努め、発生した場合は学校全体が一丸と

なって解決に向けて取り組むという姿勢をもち続ける。 

③いじめの発生について、職員は事実の隠蔽や虚偽の報告はしない。 

（３）いじめの防止・対処のための組織（いじめ防止対策委員会） 

①組織・会議 

Ⅰ 定例会議 

〈構成〉 校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・教育相談担当・養護教諭 

児童会担当・特別支援教育コーディネーター 

【開催日】生徒指導委員会と同時開催 

【役 割】 

○ いじめ防止基本方針に基づく取組 

・ 年間計画の立案・実行・検証・改善 

・ 実態把握、具体的取組に関する検討、実施 

・ 解消事案についての相互確認 

・ いじめの相談・通報の窓口としての役割 

Ⅱ 緊急会議 

〈構成〉 校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・教育相談担当・養護教諭 

特別支援教育コーディネーター・関係学年担任 

【開催日】急を要する事案が確認された際 

【役 割】いじめに関する情報収集、分析・対応策の検討・記録 

Ⅲ 重大事態発生時の会議 



〈構成〉 校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・教育相談担当・養護教諭 

関係学年担任・特別支援教育コーディネーター・ＰＴＡ代表 

市教育委員会担当者・（※児童相談所員）・（※警察署員） 

（※スクールカウンセラー）・（※スーパーバイザー） 

      ※は必要に応じて招聘 

【開催日】重大事態の疑いがある、または認知された際 

【役 割】 

○重大事態が生じた場合の緊急対応 

・事実関係の迅速な聴取と情報の共有 

・保護者・関係機関との連携 

・対応方針の決定と組織的な指導・支援 

Ⅳ 評価委員会 

〈構成〉 「栄小学校の教育を語る会」の委員 

         区長会長・保育園長・民生委員・主任児童委員・青少年相談員理事・

警察署員・ 

シニアクラブ栄地区会長・ＰＴＡ代表・校長・教頭 

【開催日】年間２回（６月・２月） 

【役 割】 

○基本方針に基づく取組の評価 

 

②担当者の主な役割 

担当 主な役割 

管理職 ・いじめ防止対策委員会の招集 

・市教育委員会への定例報告 

・重大事態の認知及び関係機関、関係者への連絡 

・（重大事態発生の場合）市教委への経過報告 

・学校行事や学校だよりを通してのいじめ防止啓発活動推進 

生徒指導担当 ・毎月１回「生活アンケート」の実施 

・いじめに関する情報収集、対応策の検討・記録 

教育相談担当 ・「心の箱」（※相談箱）の設置及び相談窓口の周知 

・相談箱の確認（毎日） 

養護教諭 ・保健室と学級担任との間のパイプ役を務める 

・いじめ被害児童への寄り添いと心のケアを行う 

学級担任 

その他の職員 

・いじめは絶対に「しない」、「させない」、「見逃さない」という

雰囲気を学級・学校内に行き渡らせる 

・アンケートや教育相談を通して、いじめの早期発見に努める 

・SOSの出し方に関する教育を行う。（4月中） 

５ いじめの未然防止のための取組 

（１）学級経営の充実 

・児童一人一人の実態を適切に把握し、一人一人の良さが学級集団の中で十分に生か

せるような集団作りを行う。 

・休み時間等の児童の様子を観察し、児童間の関係を把握し、いじめの兆しを見逃さ

ないとともに、適切な集団作りに生かす。 

・学級内の言語環境を整え、教職員の不適切な言動がいじめや差別を助長しないよ

う、十分に配慮を行う。 

（２）生徒指導の機能を生かした授業の充実 



・自己決定の場を与える、自己存在感を与える、共感的人間関係を育成する、安全・

安心な風土の醸成といった生徒指導の４つの機能を生かした授業を展開する。 

（３）道徳教育の充実 

・生命を尊重する態度や生きる喜び、他に学ぶ広い心の育成等、いじめの防止に関わ

りの深い題材を取り上げ、いじめを許さない心を育てる授業を工夫する。 

・年間１回は道徳の授業を公開し、保護者と共に道徳性の育成について考える機会を

設定する。 

（４）特別活動の充実 

・全校または学年を単位として、学校生活に変化と秩序を与え、学校生活の充実と発

展に資する体験的な活動の工夫を図る。 

（５）体験交流活動の充実 

・発達段階や学年の教科・領域との関連を整理した体験、交流活動を教育課程に位置

づけ、違いのある他者との関わりの中から自他を尊重する意識と態度を養う。 

（６）情報モラル教育の充実 

・携帯電話・スマートフォン・パソコン等を利用したインターネット上でのいじめに

ついて、保護者と共に学べる機会を設定する。 

（７）特別支援教育の充実 

・特別な教育的ニーズのある児童が様々な困難さから自尊感情を低下させたり、他者

との関わりに困難を来したりすることのないよう、的確な実態把握による適切な指

導・支援を行う。 

・特別な教育的ニーズに対する周囲の児童や保護者の理解を深め、一人一人の違いを

認め合い、生かし合える共生社会の基盤となる資質を養う。 

（８）いじめに関する職員の研修の実施 

・いじめを受ける児童、する児童の心理等の理解 

・職員のいじめ対応の姿勢 

【いじめを許さない・正義感を強くもつ・毅然とした指導をする・いじめの発見に最

大限の努力をする・些細なことも見逃さず対応する等】 

・いじめの指導方法 

【いじめの発見法、被害者が報復を受けない手立て・いじめを受けた生徒や保護者に

対する支援方法・いじめを行った児童・保護者への指導法等】 

・いじめに関する正しい理解と実践力を養う指導 等 

 

６ いじめの早期発見のための取組 

（１）「心の箱」（※相談箱）の設置や相談窓口を児童及び保護者に周知する。 

※毎日、教育相談担当者が相談箱を確認する。 

 

 【相談窓口について】  

校内 

○学級担任   ○生徒指導担当※ 

○教育相談担当 ○養護教諭※ 

○教頭※ 

※兼セクハラ

担当 

校外 

○「２４時間子供 SOSダイヤル」 

0120-0-78310(なやみ言おう) 

○「千葉県子どもと親のサポートセンター」 

0120-415-446    saposoudan@chiba-c.ed.jp  

FAX 043-207-6043 

 



○「子どもの人権 110番」千葉地方法務局人権擁護課 

0120-007-110(フリーダイヤル) 

※受付 10:00～16:00 (定休日:土日祝) 

○「チャイルドライン千葉」 
0120-99-7777(フリーダイヤル) 

※受付 16:00～21:00 (定休日:日) 

○「北総教育事務所東総研修所」 
0479-23-5954 
※月火水金 10:00～17:00 
 木    13:00～17:00 

○「匝瑳市教育委員会学校教育課指導センター」 
0479-72-1504 

○「匝瑳警察署」 

0479-72-0110 

 

（２）毎月１回「生活アンケート」（児童用）、定期的（年３～４回）に「セクハラ体罰ア

ンケート」（家庭用）を実施する。実施後、セクハラ担当と情報を共有し、面談や支

援を行い、ファイルに保管する。なお、各種アンケートは義務教育期間保存する。 

例：2015年度入学の児童のアンケートは 2024年 3月まで保存する。 

（３）年２回、６月と１１月に教育相談週間を設け、児童との面談を行う。 

（４）毎月の職員会議の最後に全職員による児童の様子についての情報交換を行う。 

 

７ いじめを発見した場合の対応 

（１）いじめの発見・情報を受けた場合は、速やかに組織的に対応する。その際、謝罪や

責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、児童の人格形成

に主眼を置いた指導を行う。 

（２）いじめの発見・情報を受けた場合の対応は、原則、「いじめ対応マニュアル」に沿

って行うものとする。 

（３）指導により十分な効果を上げることが困難な場合において、前掲の「重大事態発生

時の会議」の構成員を招集し、外部機関との連携・協力の下、適切な解決に向けての

取組を検討し対応する。 

（４）いじめの解消は、いじめ行為がやんでいる状態が３か月継続し、被害にあった児童

が苦痛を感じていない状態とする。なお、その状態は児童・保護者との面談をもって

確認する。 

 

８ 公表・評価 

（１）本基本方針は「栄小の教育を語る会」の委員に文書にて、保護者や地域住民にはホ

ームページにて公開する。 

（２）学校評価の項目に「いじめに関する取組」の項目を盛り込み、職員・保護者・学校

関係者による評価を行う。 

（３）評価結果を踏まえて、年度毎に基本方針及び生徒指導年間計画等を見直し、実態に

応じた修正を加える。 

 

 

改定日  令和 5 年４月２４日 

 


